
下水道業務課（本庁）での手続きの様子

地
域
資
源
の
活
用
や
地
域

課
題
の
解
決
へ
向
け
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
む
起
業
家

（
ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
チ
ャ
ー
）
を
都

市
部
の
若
者
な
ど
か
ら
募
集
・
誘

致
し
、
３
年
以
内
に
起
業
・
定
住

で
き
る
よ
う
支
援
す
る
た
め
の
予

算
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
ロ
ー

カ
ル
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
市
内
企
業
や

地
域
住
民
と
の
間
で
、
ど
の
よ
う

な
関
係
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
し

て
い
る
の
か
。

　

ま
た
、
平
成
29
年
度
か
ら
平
成

33
年
度
ま
で
の
５
年
間
で
本
事
業

に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
今
後
に
お
け
る
具
体
的
な
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ど
う
な
っ
て
い

る
か
。

誘
致
し
た
起
業
家
が
、
各

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組

む
に
当
た
っ
て
は
、
主
に
地
域
住

民
、
企
業
、
団
体
な
ど
を
パ
ー
ト

ナ
ー
と
し
て
協
働
に
よ
り
取
り
組

ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ

ら
パ
ー
ト
ナ
ー
候
補
と
の
マ
ッ
チ

ン
グ
や
良
好
な
関
係
構
築
に
向
け

て
支
援
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

る
。

　

平
成
29
年
度
は
、
地
域
資
源
調

査
を
行
う
と
と
も
に
、
市
内
企
業

な
ど
と
の
関
係
を
構
築
し
な
が
ら

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
設
計
を
進
め
、
８

月
頃
に
は
中
心
的
役
割
を
担
う
起

業
家
３
名
の
募
集
に
係
る
説
明
会

を
東
京
・
大
阪
な
ど
で
開
催
し
、

平
成
30
年
２
月
か
ら
選
考
し
た
起

業
家
に
よ
る
活
動
が
開
始
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

　

平
成
30
年
度
に
は
、
選
考
し
た

起
業
家
が
ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
チ
ャ
ー

育
成
に
係
る
拠
点
施
設
の
開
設
を

進
め
る
と
同
時
に
、
各
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
取
り
組
む
10
名
の
起
業
家

を
４
月
頃
に
募
集
し
、
９
月
頃
か

ら
随
時
活
動
を
開
始
す
る
計
画
と

し
て
い
る
。

下
水
道
使
用
料
の
計
算
方

法
は
、
水
道
水
使
用
世
帯

と
地
下
水
使
用
世
帯
に
よ
っ
て
違

い
が
あ
り
、
使
用
人
数
で
計
算
さ

れ
て
い
る
地
下
水
使
用
世
帯
に
お

い
て
は
、
住
民
票
上
の
人
数
と
実

際
に
使
用
し
て
い
る
人
数
が
異
な

る
な
ど
、
自
己
申
告
に
よ
る
人
数

変
更
の
方
法
に
問
題
が
あ
る
よ
う

に
思
う
が
、
使
用
者
自
身
に
よ
る

届
け
出
の
必
要
性
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
方
法
で
周
知
を
行
っ
て
い

る
の
か
。

　

ま
た
、
住
民
異
動
担
当
課
と
情

報
交
換
す
る
な
ど
、
市
役
所
内
で

統
一
し
た
手
法
に
よ
り
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

下
水
道
使
用
料
は
、
使
用

水
量
に
応
じ
て
算
定
す
る

従
量
制
に
よ
り
決
定
し
て
お
り
、

水
道
水
の
場
合
は
、
上
水
道
の
使

用
水
量
を
基
準
と
し
、
地
下
水
の

場
合
は
、
使
用
者
か
ら
届
け
出
の

あ
っ
た
人
数
を
基
に
使
用
水
量
を

認
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
処
理

区
に
よ
っ
て
１
人
当
た
り
の
使
用

水
量
の
基
準
が
異
な
っ
て
お
り
、

西
条
処
理
区
の
認
定
水
量
は
、
３

人
目
ま
で
が
１
人
に
つ
き
１
か
月

10
立
方
メ
ー
ト
ル
、
４
人
目
か
ら

は
１
人
に
つ
き
７
立
方
メ
ー
ト
ル

と
な
っ
て
い
る
が
、
東
予
・
丹
原

処
理
区
で
は
、
３
人
目
ま
で
が
１

人
に
つ
き
１
か
月
８
立
方
メ
ー
ト

ル
、
４
人
目
か
ら
は
１
人
に
つ
き

４
立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　

地
下
水
利
用
者
世
帯
の
下
水
道

使
用
人
数
を
変
更
す
る
際
の
チ
ェ

ッ
ク
方
法
に
つ
い
て
、
本
庁
で
は
、

市
民
生
活
課
で
住
民
票
の
異
動
手

続
き
を
行
っ
た
後
、
下
水
道
業
務

課
の
窓
口
に
案
内
し
、
変
更
の
手

続
き
を
行
っ
て
お
り
、
毎
月
、
住

民
票
の
異
動
デ
ー
タ
を
作
成
し
、

届
け
出
漏
れ
が
な
い
か
な
ど
を
チ

ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。
し
か
し
、
総

合
支
所
で
は
、
下
水
道
担
当
課
と

住
民
異
動
担
当
課
と
の
連
携
が
じ

ゅ
う
ぶ
ん
に
と
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
地
下
水
利
用
者
世

帯
の
異
動
に
つ
い
て
、
正
確
に
把

握
で
き
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　

地
下
水
利
用
者
世
帯
に
つ
い
て

は
、
届
け
出
人
数
に
応
じ
て
使
用

料
を
決
定
し
て
い
る
た
め
、
今
後

は
、
届
け
出
の
必
要
性
を
じ
ゅ
う

ぶ
ん
周
知
す
る
と
と
も
に
、
使
用

人
数
確
認
の
文
書
を
送
付
す
る
な

ど
、
正
確
な
使
用
人
数
の
把
握
に

努
め
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
総

合
支
所
の
下
水
道
担
当
課
に
お
い

て
も
、
住
民
異
動
担
当
課
と
じ
ゅ

う
ぶ
ん
に
連
携
を
と
り
な
が
ら
、

本
庁
と
同
様
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、

差
異
が
生
じ
な
い
よ
う
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
。
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答

地
域
住
民
と
の
関
係
は
？

　

ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
チ
ャ
ー

　
　
　

  

誘
致
・
育
成
事
業

確
認
方
法
は
？

　

地
下
水
利
用
者
世
帯
の

　
　
　

  

下
水
道
使
用
人
数

答

西
条
自
民　
　

　
　
　

ク
ラ
ブ

三
　
好
　
和
　
彦 

議
員

（
議
案
質
疑
）

１　

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

推
進
事
業
に
つ
い
て

２　

ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
チ
ャ
ー
誘

致
・
育
成
事
業
に
つ
い
て

（
一
般
質
問
）

１　

外
国
人
住
民
を
対
象
と
し

た
取
組
に
つ
い
て

行
　
元
　
　
　
博 

議
員

（
一
般
質
問
）

１　

愛
顔
つ
な
ぐ
え
ひ
め
国

体
・
え
ひ
め
大
会
の
開
催
に

つ
い
て

２　

汚
水
の
処
理
に
つ
い
て

３　

防
犯
対
策
に
つ
い
て


